
２０２５年（令和７年）１０月 １４日 

 

新産業の森西部地区の土地所有者の皆様 

 

藤沢市長   鈴木 恒夫  

（ 公 印 省 略 ） 

 

「第４回新産業の森西部地区まちづくり説明会」の開催について（ご案内） 

 

清秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、本市のまちづくり行政にご理解、ご協力いただき、ありがとうございます。 

さて本市では、新たな産業拠点の創出のため、新産業の森西部地区を対象に地域との協

働によるまちづくりの検討を進め、この度、地区の基本的な考え方を示した「新産業の森

西部地区まちづくり基本構想（素案）」をとりまとめました。 

このことから、西部地区内に土地を所有する方々や地域にお住まいの方々を対象に、基

本構想（素案）等について説明するとともに広く皆様の意見等を伺うため、説明会を開催

しますのでご出席をお願いいたします。 

 基本構想（素案）やまちづくり等に関するご意見、ご要望、ご質問がございましたら、

同封する意見シートにご記入いただき、返信用封筒にて郵便ポストに投函をお願いいたし

ます。  

 

説明会開催概要 

開催日時：２０２５年１１月７日（金） 午後 ７：００～ （２時間程度） 

     ２０２５年１１月９日（日） 午後 １：００～ （２時間程度） 

     ※両日とも説明内容は同じです。 

開催場所：藤沢市御所見市民センター ３階ホール（藤沢市打戻１７６０－１） 

同封資料：資料１：「説明会開催概要」及び「意見聴取」について 

     資料２：次第 

資料３：説明資料 

資料４：新産業の森西部地区まちづくり基本構想（素案） 

その他：意見シート、返信用封筒  

参 考：まちづくりニュース（第１１号） 

 

 

（お問い合せ先） 

藤沢市 都市整備部 

西北部総合整備事務所 

   担当 小林、大谷 

電話 0466-46-5162（直通） 

※本資料につきましては、法務局（登記所）に備え付

け（令和７年４月調べ）の土地登記簿謄本に記載され

ている土地所有者様を対象に送付させていただいてお

ります。そのため、所有権を移転される以前の所有者

様やお亡くなりになった方宛に送付することがござい

ますが、ご容赦くださいますようお願いいたします。

なお、所有権の移転等がございましたら、お手数です

が、当事務所までお知らせくださいますようお願いい

たします。 


